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船舶事故調査報告書 

 

                                平成２３年９月１５日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  石 川 敏 行 

 

事故種類 転覆   

発生日時 平成２２年５月２９日（土） １９時２５分ごろ 

発生場所 長崎県川棚
かわたな

町川棚港（大村湾北部） 

 川棚町所在の大崎三角点から真方位０６２°２.４海里付近 

（概位 北緯３３°０３.６′ 東経１２９°５２.２′） 

事故調査の経過  平成２２年５月３１日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

ミニボート （船名なし） 

船舶登録等なし（登録不要）、個人所有 

２.８４ｍ×１.０７ｍ×０.５０ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関（船外機）、１.５kＷ未満、不詳 

 乗組員等に関する情報 操縦者 男性 ５１歳 

同乗者Ａ 男性 ４３歳 

同乗者Ｂ 男性 ６２歳 

３人は、いずれも操縦免許を取得していなかった。（本件のミニボートの

操縦には、操縦免許を必要としない。） 

 死傷者等 死亡 １人（同乗者Ｂ） 

 損傷 船外機が濡損 

 事故の経過 

 

ミニボート（船名なし）（以下「本件ミニボート」という。）は、船舶所

有者である操縦者、同乗者Ａ及び同乗者Ｂが乗船し、操縦者が、船外機を

操縦して川棚港内の船だまりを発航し、時速約５㎞の速力で約６００ｍ離

れた川棚港東防波堤（以下「東防波堤」という。）に向かい、平成２２年５

月２９日１８時０５分ごろ東防波堤北東端付近の内側にある階段のところ

に着き、本件ミニボートを係留して３人が東防波堤で釣りを行った。 

３人は、夜釣りをする予定であったが、北寄りの風が強くなって東防波

堤の内側も波立ってきたことから、釣りをやめて暗くなる前に帰航するこ

ととした。 

操縦者は、発進する前に本件ミニボートを東防波堤から離す必要がある

ので、同乗者Ａ、同乗者Ｂの順に先に乗船させて同乗者Ａに本件ミニボー

トを操縦するよう指示し、本件ミニボートを東防波堤から離して船首部か

ら乗り込んだ。 

本件ミニボートは、操縦者が船首部、同乗者Ａが船尾部、同乗者Ｂが中

央部でそれぞれ腰を掛け、操縦者が同乗者Ａに指示して操縦を指揮し、同

乗者Ａが船外機の操作を行い、１９時２３分ごろ、東防波堤の東端付近か

ら発進して船だまりに向けて帰途についた。 
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操縦者は、東防波堤に当たった波が反射して波高が約２０～３０cm にな

っているのを認め、このような状態で航行するのは初めての経験であった

ので、同乗者Ａに低速力で走るように指示し、時速約１～２㎞の速力で北

進した。 

本件ミニボートは、船首方から風と波を受けて北進中、波しぶきがかか

ってボート内に海水が溜まる状況となり、１９時２５分ごろ、東防波堤の

発進場所から約５０ｍ離れたところで左舷側から波を受けて海水が打ち込

み、数秒で左舷側に転覆して３人が海中に投げ出された。 

３人は、携帯電話が海水に濡れて使えなくなり救助を要請できなくなっ

たので、転覆した本件ミニボートにつかまった状態で陸岸に向けて泳ぎ出

したが、風波を受けて前に進むことができず、風と波に任せて東防波堤に

戻ることにした。 

本件ミニボートは、発進場所の近くまで流され、東防波堤まで約５～１

０ｍになったとき、付近に設置されていた養殖施設のロープが船外機に絡

んで動かなくなった。 

操縦者は、何度か潜ってロープを外す作業をしていたとき、同乗者Ｂが

東防波堤に向かって泳ぎ出し、同乗者Ａが大声で止めようとしたが、間も

なく同乗者Ｂが見えなくなった。 

本件ミニボートは、絡んでいたロープを外したことで西方に流され始

め、操縦者及び同乗者Ａが、本件ミニボートにつかまって東防波堤沿いに

約１４０ｍ流され、東防波堤の中央部付近に設けられた階段付近で本件ミ

ニボートを足場にして東防波堤に上がり、付近で操業中の漁船に救助され

た。 

同乗者Ｂは、翌朝、長崎県警察アクアラング隊の捜索により発見され、

溺死と検案された。 

気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北北西、風力 ４、気温 １９.７℃、 

注意報・警報の発表状況 佐世保・東彼地区 乾燥注意報 

長崎海洋気象台２９日１７時発表の長崎県北部の天気予報（抜粋） 

今夜 北の風 晴れ 海 今夜 波２ｍ 後２.５ｍ  

海象：波高 約２０～３０cm、潮汐 上げ潮の初期、海水温度 約１９℃ 

特記事項：事故発生場所付近の日没時刻 １９時２２分 

その他の事項 操縦者は、ミニボートの運航には船舶検査及び操縦免許の必要がないこ

とを知り、平成１９年ごろ本件ミニボートを購入した。 

操縦者及び同乗者２人は、会社の同僚で毎週のように土曜日又は日曜日

に本件ミニボートで釣りに出かけており、いつも操縦者が操縦して東防波

堤などで釣りをしていたが、夜釣りを予定したのは平成２２年になって初

めてであった。 

操縦者は、同じ大きさの手漕ぎボートが２人乗りであることから、本件

ミニボートも２人乗りであると思っていたが、これまでに何度となく本件

ミニボートに同乗者２人を乗せて釣りに出かけており、本件ミニボートで

一度も危ない経験をしたことがなかったので、本件ミニボートに３人が乗

船しても、川棚港内を航行するのであれば安全であるものと思い、本事故

当時も３人が乗船し、全員が救命胴衣を着用していなかった。 

操縦者及び同乗者２人は、それぞれが携帯電話を所持していたが、いず

れも海水に濡れて使用できなくなったため、電話で救助を求めることがで
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きなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

本件ミニボートは、風力４の北北西風が吹き、

波高が約２０～３０cm となった状況下、東防波堤

から川棚港内の発航場所に向けて北進中、左舷側

から横波を受けて波が打ち込んだことから、浸水

して転覆したものと考えられる。 

本件ミニボートは、３人が乗船して乾舷が減少

していたことから、波が打ち込みやすい状態とな

っていたものと考えられる。 

同乗者Ｂは、溺死したものと考えられる。 

原因 本事故は、日没直後、風力４の北北西風が吹き、波高が約２０～３０cm

となった状況下、本件ミニボートが、東防波堤から川棚港内の発航場所に

向けて北進中、左舷側から横波を受けて波が打ち込んだため、浸水して転

覆したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、次の

ことが考えられる。 

・ミニボートは、風や波の影響を受けやすいので、最新の気象情報を入

手し、無理のない運航をすること。 

・波が打ち込みやすい状態とならないよう、乾舷を十分に確保するため

に、積み過ぎに注意すること。 

・ミニボートの運航に関する基礎知識の修得に努めること。 

・風が強くなり、波が高くなったときは、防波堤などで天気の回復又は

救助を待つことも考慮すること。 

・救命胴衣は必ず着用すること。 

・携帯電話は、防水型のものでＧＰＳ機能があるものが望ましい。 

 




